
予 算 決 算 常 任 委 員 会 記 録 
 

１．開催日時 令和 2 年 3 月 23 日（月） 午前 11 時 10 分 

 

２．場  所 市議会第 3 委員会室 

 

３．出席委員 重村委員長ほか議長を除く議員全員 

 

４．委員外出席議員 武田議長 

 

５．欠席委員 なし 

 

６．執行部出席者 別紙のとおり 

 

７．議会事務局職員 永田局長・山下次長 

 

８．協議事項 

3 月定例会本会議（3 月 23 日）から付託された事件（議案 2 件） 

９．傍聴者 なし 

 

会議の概要 

・ 開会 午前 11 時 10 分  閉会 午前 11 時 23 分  

・ 審議の経過及び結果 

（別紙のとおり） 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

令和 2 年 3 月 23 日 

 

予算決算常任委員長     重 村 法 弘 

       記 録 調 整 者    山 下 賢 三 

 

 



― 開会 11：10 ― 

 

重村委員長 本日の出席委員については委員 17 人であり、定足数に達しており

ますので、ただ今から、予算決算常任委員会を開会します。最初に、委員並び

に執行部の皆様に申し上げます。委員会において発言しようとする場合は、挙

手をして「委員長」と呼び、委員長の許可を得てから発言していただくよう、

お願いします。 

それではこれより、本委員会に付託されました議案 2 件について、審査を行

います。それでは、初めに、議案第 39 号「令和元年度長門市一般会計補正予算

（第 7 号）」を議題とします。審査は、第 1 条「歳入歳出予算の補正」から第 3

条「地方債の補正」までを一括し、課ごとに質疑を行います。はじめに、企画

総務部所管について、審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願

いします。 

藤田企画総務部長 それでは企画総務部につきまして補足説明を行います。予

算書の歳出では 12、13 ページ「総務費」「総務管理費」第 10 目「ケーブルテレ

ビ放送費 光ファイバー網整備事業」につきましては、オリンピック・パラリ

ンピックの開催や 5G など、新たな放送、通信技術の普及などにより、令和 2

年度の国の事業、予算枠に対する全国の候補者からの要望が 1.5 倍となったため、

本市の補助金額の減額、または事業規模の縮小が必要となりましたが、令和元

年度の国の予算を活用することで補助金の減額と事業に対する一般財源の持ち

出しを抑制することが可能となったことから、撤去工事の一部と合わせまして

この度追加補正をするものです。また、予算書では 4 ページになりますが、光

ファイバー網整備事業を繰越明許費として翌年度に繰り越すための措置を講じ

るとともに、本庁舎建設事業につきまして、新型コロナウイルスの感染拡大に

伴い、本庁舎別館トイレ等改修工事において、工事材料である便座の納入日が

遅延していることから 328 万 9,000 円を追加補正するものです。 

重村委員長 以上で、補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。

ご質疑はありませんか。 

先野委員 本会議からお疲れ様でございます。1 点だけ、補正予算に関する説明

書 13 ページです。光ファイバー網整備事業 13 億 9,840 万円について、今部長

から補足説明がありましたが、今、この補正予算で現年度予算を活用して繰越

事業とするという話でありました。この予算について、起債の増やされている

内容について、どのようなものがあるのかお伺いします。 

伊藤企画政策課長 起債の内訳を申し上げたいと思います。まず、過疎対策事

業債といたしまして、3億1,890万円、それから合併特例債としまして、4億8,390

万円という内訳で起債を増やしているところでございます。 



先野委員 一般財源についてはどの程度の持ち出しが必要であるのかお伺いし

ます。 

伊藤企画政策課長 一般財源につきましては 2,607 万 3,000 円を予定している

ところでございます。 

重村委員長 ご質疑もないので、質疑を終わります。次に、教育総務課所管に

ついて、審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

中谷教育部長 教育委員会所管につきまして、補足説明を申し上げます。補正

予算書の 12 ページ、13 ページ、第 10 款「教育費」第 3 項「中学校費」第 1 目

「学校管理費」の学校施設設備等整備事業 2,198 万 9,000 円でございますが、

補正予算説明書にも記載しておりますとおり、水はけが悪く、体育の授業や部

活動に支障をきたしている菱海中学校のグラウンドについて改修工事を実施す

るものでございます。本事業につきましては、国の令和元年度補正予算成立に

伴い、学校施設環境改善交付金の内定があったもので、この交付決定を受ける

にあたり、市の令和元年度予算に計上する必要が生じたことから、この度補正

予算を計上したものでございます。また、年度内の工事が困難なことから、補

正予算書の 4 ページ、第 2 表のとおり、予算全額を翌年度に繰り越すため、繰

越明許費を計上しております。 

重村委員長 補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質疑

はありませんか。 

先野委員 2 点ほどお伺いします。今話があったように、以前から水はけが悪い

ような話を部長のほうから補足説明があったと思いますが、学校関係者から要

望等が前々からあったということで考えてよろしいですか。 

松崎教育総務課長 菱海中学校のグラウンドにつきましては、約 10 年前から中

学校より改修の要望がございました。当グラウンドにつきましては、先ほど部

長が説明したとおり、水はけが悪く、雨天後約 3 日間水が引かない状況で授業

や部活動に支障をきたしている状況でございます。 

先野委員 10 年前から水はけが悪いような話があった話をされたと思います。

雨天のときにはなかなか水が引かないみたいな話もされたと思います。何で今

頃まで置いちょっちゃったのか理由が僕はよく分かりませんが、子どもたちが

困らないように、来年まで繰越で予算を上げておられますが、子どもたちが困

らないように早めに対応してほしいというふうに考えていますが、今後のスケ

ジュール等についてお伺いします。 

松崎教育総務課長 改修工事のスケジュールにつきましては、本改修工事につ

きまして、本グラウンド全体の工事をするため、工事期間中はグラウンドが使

用できず、授業や部活動に影響が生じると思われます。特に部活動への影響が

大きいため、令和 2 年度の全ての部活動の試合等が終了したのちに 10 月から工



事を実施していきたいと思っております。スケジュールとしましては、本年 10

月から翌年 2 月までを予定しております。 

重廣委員 暗渠排水工事というふうに書いてありますが、工事概要について説

明願います。 

松崎教育総務課長 工事の概要につきましてご説明いたします。グラウンドの

水はけを改善するために、グラウンド全体に暗渠排水管を設置するとともに、

グラウンド外周の雑草部分を削り、こう配を取り、雨水が水路のほうへ流れる

ように工事を行います。 

重廣委員 外周の水路に最終的には水を流される予定であろうと思いますが、

よくその他のグラウンドはあるんですが、外周の水路がまさ等のゴミが溜まっ

て水はけが悪いという状況にあるんですが、ここの外周の水路というのは大丈

夫ですか。 

松崎教育総務課長 現在のところ外周の水路についてはゴミ等が詰まっている

ということは聞いてはおりません。 

重廣委員 最後に 1 点、暗渠排水ですから、元あったまさ土を元に戻されるわ

けですが、私も少し図面を見させていただきましたけど、最終的に 15 センチ程

度現況のまさを戻されるんですよね。新しいまさを購入ということは考えてい

ないのかどうか。目が潰れていますので、今まで 10 年間ほったらかしにしてお

った状況であれば、ちょっと水はけが悪いんじゃないかなと私は考えるんです

が、そのあたりの見解はどうですか。 

松崎教育総務課長 今現在新しいまさ土につきましても、一部購入するように

今計画は立てております。 

重村委員長 ご質疑もないので、質疑を終わります。討論を行います。ご意見

はありませんか。ご意見もないので、討論を終わります。採決します。議案第

39 号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。挙手全

員です。よって、議案第 39 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

ここで説明員入れ替えのため暫時休憩します。委員の皆さんは自席で待機願い

ます。 

 

― 休憩 11：21 ― 

― 再開 11：22 ― 

 

重村委員長 休憩前に引き続き、会議を始めます。次に、議案第 40 号「令和 2

年度長門市一般会計補正予算（第 1 号）」を議題とします。審査は、第 1 条「歳

入歳出予算の補正」及び 第 2 条「地方債の補正」を一括して行います。執行部

の補足説明がありましたらお願いします。 



藤田企画総務部長 光ファイバー網整備事業について、令和元年度予算に前倒

しで実施するための減額予算であり、特に補足説明はございません。 

重村委員長 補足説明はないようですので、これより質疑を行います。ご質疑

はありませんか。ご質疑もないので、質疑を終わります。討論を行います。ご

意見はありませんか。ご意見もないので、討論を終わります。採決します。議

案第 40 号について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。挙

手全員です。よって、議案第 40 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。以上で、本委員会に付託された議案の審査は終了しました。これで予算

決算常任委員会を閉会します。どなたもご苦労様でした。 

 

― 閉会 11：23 ― 

 


